
 

「森林簿」と「森林計画図」の閲覧・交付について 
 

○ 林業経営や森林の適切な管理を支援するため、「森林簿」と「森林計画図」の閲覧・交付を行っ

ています。 

○ 「森林簿」と「森林計画図」は、空中写真等の間接資料に基づき作成されたものです。そのため、

現況情報（位置・形状・所有権・所有界・面積等）を必ずしも正しく表したものではないことを

ご了承の上、ご利用ください。 

○ 申請に必要な書類 

 

○ 申請窓口及び問合せ先 

受付窓口 所在地 電話 

愛知県庁 農林基盤局 林務部 林務課 企画・森林計画G 
〒460-8501 
名古屋市中区三の丸 3-1-2(西庁舎 4F) 

052-954-6443 

尾張農林水産事務所 林務課 林政・普及指導・緑化G 
〒460-0001 
名古屋市中区三の丸 2-6-1  

052-961-1689 

知多農林水産事務所 林務課 
〒475-0903 
半田市出口町 1-36 

0569-21-8111 

西三河農林水産事務所 林務課 林政・普及指導・緑化G 
〒444-0860 
岡崎市明大寺本町 1-4 

0564-27-2731 

豊田加茂農林水産事務所 林務課 林政・緑化G 
〒471-8566 
豊田市元城町 4-45 

0565-32-7369 

新城設楽農林水産
事務所  

林業振興課 林政・普及指導・緑化G 
〒441-2301 
北設楽郡設楽町大字田口字小貝津 6-2 

0536-62-0547 

新城林務課 流域調整・林地保全G 
〒441-1383 
新城市字東入船 115(新城市役所東庁舎内) 

0536-24-1006 

東三河農林水産事務所 林務課 林政・普及指導・緑化G 
〒440-0806 
豊橋市八町通 5-4 

0532-35-6175 

※森林の所在地にかかわらず、いずれの窓口でも申請が可能です。 

※郵送での申請・交付を希望される場合は、①申請書②必要書類の写し③返送先を記入し必要額

（事前にお問合せください）の郵便切手を貼付した返送用封筒を窓口あてにお送りください。 

※お問合せされた地番の資料がない場合や、多数の申請など窓口での即日交付が難しい場合があ

りますので、事前のご相談をお願いします。 

 

詳細はＨＰをご確認ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rinmu/etsurankouhu.html 
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経営 
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制限なし 遺産分割 

協議済 
遺産分割 
協議未了 

申請書（ HP よりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 本人確認書類(運転免許証、 

健康保険証、年金手帳等) 
○ ○ ○ ○ ○  

土地登記事項証明書 

又は 固定資産課税証明書等 
○ ○ ○ ○   

遺産分割協議書  ○     
公正証書遺言書 

 又は 除籍・戸籍謄本等 
  ○   

森林所有者等からの委任状    ○   

契約書等     ○  
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